
福島再生加速化交付金（第５８回）《帰還・移住等環境整備第４４回》 

の交付可能額通知について 

「福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)」について、本日、以下のと
おり交付可能額を通知します。 

１．交付可能額 

事業費：６，４２８百万円 国費４，７６６百万円 
※福島県、９市町村、１組合（２０事業）に対する交付可能額。市町村等別は別紙１のとお

りです。

※計数は精査の結果、今後変動があり得ます。

２．主な交付対象事業（計数は事業費（（ ）内は国費）） 

○原子力災害被災地域事業所整備等支援事業
・大熊町等において、事業所の整備等を行います。

《５，０５０百万円（３，７８７百万円）（２町２事業）》 

○水道施設整備事業
・浪江町等において、水道施設の整備を行います。

《８９７百万円（５９８百万円）（１町１組合２事業）》 

○農山村地域復興基盤総合整備事業
・南相馬市等において、農地等の整備を行います。

《１５７百万円（１３５百万円）（１県３町村５事業）》 

○移住・定住促進事業
・南相馬市において、新たな住民の移住･定住促進に資する施策を行います。

《７百万円（６百万円）（１市１事業）》 

《別紙資料》 
・別紙１：福島再生加速化交付金（第５８回）《帰還・移住等環境整備（第４４回）》市町村等別交付可能額
・別紙２：福島再生加速化交付金（第５８回）《帰還・移住等環境整備（第４４回）》市町村等別の主な事業
・別紙３：福島再生加速化交付金（第５８回）《帰還・移住等環境整備（第４４回）》交付可能額通知対象事業一覧
・別紙４：福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）の概要

 記 者 発 表 資 料 

令和５年９月２９日 

復 興 庁 
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担当：北條 

電話：０３－６３２８－０２５５ 

復興庁原子力災害復興班（移住等促進担当） 

  担当：中山 
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【別紙１】 

 

福島再生加速化交付金（第５８回）《帰還・移住等環境整備 

（第４４回）》市町村等別交付可能額 

                                     （単位：百万円） 

県及び市町村名 事業費 交付可能額【国費】 

田  村   市 １６ １２ 

南 相 馬 市 ７０ ５３ 

広  野  町 ８ ５ 

楢   葉   町 ８ ６ 

富  岡   町 ７４ ５８ 

大  熊  町 ５，０２３ ３，７７０ 

双   葉   町 ５０ ５０ 

浪   江   町 ８７５ ５８６ 

飯   舘   村 ４６ ３８ 

福  島   県 ２００ １５０ 

双葉地方水道企業団 ５８ ３８ 

 
計 

（県、９市町村及び１組合） 
６，４２８ ４，７６６ 

 

注）計数は精査の結果、今後変動があり得ます。 

  端数処理により、合計と一致しない場合があり得ます。 



福島再生加速化交付金（第５８回）≪帰還・移住等環境整備（第４４回）≫
市町村等別の主な事業

※金額は、【事業費（うち、国費）】です。
※事業番号については、資料【別紙３】参照。

【別紙２】

大熊町

広野町

○事業番号：４１（農山漁村活性化プロジェクト支援（福島復興対策）
事業）

・農産物振興施設整備事業《新規》 【16百万円（12百万円）】

南相馬市

○事業番号：１０（都市防災推進事業）
・復興まちづくり拠点形成事業（都市防災総合推進事業） 《新規》

【8百万円（5百万円）】

田村市 双葉町

浪江町

○事業番号：２０（水道施設整備事業）
・浪江町水道施設整備事業 【839百万円（559百万円）】

○事業番号：４７（原子力災害被災地域事業所整備支援事業）
・産学官連携施設整備事業《新規》 【36百万円（27百万円）】

福島県

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農地整備事業 矢川原地区（基金型） 【70百万円（53百万円）】

○事業番号：４３（被災地域農業復興総合支援事業）
・農業用機械施設等 南相馬市 【114百万円（86百万円）】

○事業番号：４２（農業基盤整備促進事業）
・農業基盤整備促進事業 北沢・放森地区《新規》

【63百万円（47百万円）】
〇事業番号：４９（移住・定住促進事業）
・空き家活用及び住宅購入・賃貸改修等支援事業

【7百万円（6百万円）】

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業 双葉町

【50百万円（50百万円）】

飯館村

○事業番号：４６（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）
・飯舘村産業団地整備事業 小宮地区《新規》

【33百万円（25百万円）】

○事業番号：４７（原子力災害被災地域事業所整備支援事業）
・大熊町産業交流施設整備事業（基金型）《新規》

【5,014百万円（3,760百万円）】



福島再生加速化交付金（第５８回）《帰還・移住等環境整備（第４４回）》
交付可能額通知対象事業一覧

事業番号 事 業 名

１０ 都市防災推進事業（都市防災総合推進事業）

２０ 水道施設整備事業

２３ 個人線量管理・線量低減活動支援事業

４０ 農山村地域復興基盤総合整備事業

４１ 農山漁村活性化プロジェクト支援（福島復興対策）事業

４２ 農業基盤整備促進事業

４３ 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等）

４６ 原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業

４７ 原子力災害被災地域事業所整備等支援事業

４９ 移住・定住促進事業

【別紙３】

（※）各事業メニューの詳細については、復興庁HPをご参照下さい。
URL：https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-17/sub-cat1-17-1/20140314171345.html



復
興
庁

（１）対象区域

避難指示を受けた12市町村等

（２）主な交付対象事業

① 生活拠点整備

福島復興再生拠点、災害公営住宅、再生賃貸住宅、

道路、小中学校・幼稚園等の整備

② 生活環境向上対策

水道施設整備、井戸掘削等

③ 健康管理・健康不安対策

モニタリングポスト整備、個人線量管理、相談員

配置

④ 社会福祉施設整備

介護施設、児童福祉施設、保育所等の整備

⑤ 農林水産業再開のための環境整備

農地・農業用施設、畜産施設、木質バイオマス施

設等の整備

⑥ 商工業再開のための環境整備

産業団地、貸事業所等の整備

⑦ 移住等の促進

自治体支援事業、移住支援事業、起業支援事業

避難指示等を受けた12市町村等において、県・12市町
村等が実施する、住民の帰還や新たな住民の移住・定住
の促進を図るための環境を整備する事業（住民の生活拠
点等の整備、健康管理・健康不安対策、営農・商工業再
開に向けた環境整備、移住等の促進に資する施策）を支
援する。

福島再生加速化交付金
（帰還・移住等環境整備）

事業概要 事業イメージ・具体例

資金の流れ

避難指示等に伴い住民が避難したこと等により復興・
再生に遅れが生じている地域に対して、それぞれの地域
の復興・再生のための事業をそれぞれの地域が自主的・
主体的に実施することを支援することにより、避難住民
の早期帰還を促進するとともに、新たな住民の移住の促
進や交流・関係人口の拡大など、新たな活力を呼び込む
ことで、地域の再生を加速化させる。

目的・期待される効果

県・12市町村等
各
府
省
庁

交付金

（注）県を通じた市町村への間接補助、市町村を通じた民間事業者への間接補助も一部あり

※ 別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減措置あり

【別紙４】
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